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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成３０年１１月１２日（平成３０年（行情）諮問第５０２号） 

答申日：平成３１年１月２３日（平成３０年度（行情）答申第３９７号） 

事件名：特定課の職員の有休取得の目標，実現の程度が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「特定課に対する開示請求 職員の有休取得の目標，実現の程度が分か

る文書 Ｈ２９年度」（以下「本件対象文書」という。）につき，これを

保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年７月１７日付け３０受文科

初第１０１９号により，文部科学大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，その

取消しを求める。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   開示請求に係る行政文書を管理している。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 審査請求に係る行政文書等について 

 本件開示請求は，本件対象文書についてなされたものである。 

特定課においては職員の有休取得の目標を定めていないことから，それ

に係る行政文書は存在せず，その実現の程度についても同様に存在しない

ため行政文書が存在しないことによる不開示決定としたところ，審査請求

人から，上記第２の２の理由により，不開示決定の取消しを求める旨の審

査請求がされたところ。 

 ２ 不開示決定の妥当性について 

   本審査請求に係る開示請求について，特定課では，上述のとおり文書を

作成・取得していないため，該当する行政文書が存在しない。 

   なお，諮問に当たり改めて執務室，書庫等を探索したが，本件開示請求

に該当する文書は見つからなかった。 

 ３ 原処分に当たっての考え方について 
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   以上のことから，行政文書が存在しないため，不開示決定とした原処分

は妥当であり，審査請求人の主張は根拠が無く，認められない。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年１１月１２日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１２月１７日     審議 

   ④ 平成３１年１月２１日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを作成・取得していないとして不開示とする原処分を行った。審査請

求人は，開示請求に係る行政文書を管理しているとして原処分の取消しを

求めているが，諮問庁は，原処分は妥当であるとしていることから，以下，

本件対象文書の保有の有無について検討する。 

 ２ 本件対象文書の保有の有無について 

 （１）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，本件対象文書の保有の有無

について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

  ア 文部科学省は，平成２７年度から平成３２年度末までを対象とする

「文部科学省女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のた

めの取組計画」を策定し，年次休暇の取得促進に当たっての取組及び

最低取得目標を定めており，特定課が属する特定局においても，その

促進及び局課ごとの実施状況の把握に取り組んでいるが，特定課独自

の有休取得の目標は策定していない。本件開示請求は，その記載から

特定課が作成・保有している職員の有休取得の目標，実現の程度が分

かる文書の開示を求めるものであるところ，特定課においては，上記

のとおり，独自の職員の有休取得の目標を定めておらず，その実現の

程度が分かる文書についても同様に存在しないことから，当該請求に

該当する行政文書を特定課は保有していない。 

  イ また，諮問に際し，改めて，行政文書ファイル管理簿及び共有フォ

ルダ内の本件開示請求に関連すると考えられる文書を検索するととも

に，特定課の執務室及び書庫等を探索したが，該当する文書の存在は

確認できなかった。 

（２）本件対象文書を保有していないとする諮問庁の上記（１）の説明に特

段不自然・不合理な点はなく，また，これを覆すに足りる事情も認めら

れないことから，文部科学省（特定課）において本件対象文書を保有し

ているとは認められない。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 
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  以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，文部科学省において本件対象文書を保有して

いるとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 


